
- 1 - 

令和４年度第２回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会 会議録 
 

 

１ 日 時  令和５年２月 16日（木） 15時 30分～15時 55分頃 

 

２ 場 所  焼津市アトレ庁舎３階 焼津公民館５・６会議室 

 

３ 出席者  16人（欠席者１人） 

(１) 審議会委員   

藁科善彦会長、阿部好弘副委員長、嶋芳正委員、太田悠一委員、寺尾正幸委員、 

多々良博之委員、大場光雄委員、渡邉徹委員、本間布美子委員 

(２) 事務局 

  羽田明夫教育長、渡辺晃子教育委員会事務局長、増井太郎教育総務課長、 

池田純也学校教育課長、福田陽子主席指導主事、池谷哲也係長、田宮香澄主事 

(３) 傍聴者   

１名（大石憲一様） 

(４) 欠席者 

  川村豊伸委員 

 

４ 協議・報告事項 

(１) 焼津市立中学校の特別支援学級の通学区について（諮問） 

(２) 焼津市南部土地区画整理地内の通学区について（報告） 

 

５ 結果及び確認事項等  

(１) 焼津市立中学校の特別支援学級の通学区について（諮問） 

 全員賛成により適当と認める 

(２) 焼津市南部土地区画整理地内の通学区について 

   報告のみ 

 

６ 議事 

＜藁科会長＞ 

それでは私藁科が議長の職を務めさせていただきます。 

また、議事録署名人は、太田委員と寺尾委員にお願いいたします。 

議事がスムーズに進行しますよう委員の皆様のご協力をお願いいたします。 

なお本日は、委員の過半数が出席していますので、本審議会は成立しています。 

それでは、次第にしたがい協議・報告事項１の「焼津市立中学校の特別支援学級の学

区について（諮問）」を議題とします。事務局からの説明をお願いします。 
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【協議・報告事項第１号】 

＜事務局＞ 

・豊田中学校の特別支援学級（自閉症・情緒障害学級）の通学区の設定のため焼津市

立小学校及び中学校通学区審議会へ諮問 

・諮問の内容について説明 

 

＜藁科会長＞ 

事務局の説明は終わりました。ただいま説明のありました、「焼津市立中学校の特別

支援学級の学区について（諮問）」の質問を含め、意見等協議をお願いします。 

 

＜大場委員＞ 

 豊田中学校に自閉症・情緒の特別支援学級が設置されるとのことだが、対象の人数は

何人いますか。 

 

＜事務局＞ 

現在豊田小学校に通っている児童３人が対象です。 

 

＜渡邉委員＞ 

豊田中学校に今回特別支援学級が出来るとのことですが、将来的には東益津小学校に

も対象児童がいた場合に設置する見通しはありますか。 

 

＜学校教育課長＞ 

現在、東益津中学校に新設する計画はありませんが、今後、特別支援学級の対象の児

童生徒のことを考え、新設することが適切であるとなれば検討することになります。 

 

＜藁科会長＞ 

それでは決議をとります。賛成の方は挙手をお願いします。 

 ありがとうございます。 

全員賛成ですので、「焼津市立中学校の特別支援学級の通学区について（諮問）」は適

当と認めます。 

 

 

【協議・報告事項第２号】 

＜藁科会長＞ 

次に協議・報告事項２の「焼津市南部区画整理区域の事業完了に伴う学区の改定につ

いての報告」について事務局から説明をお願いします。 

 

＜事務局＞ 

・焼津市南部区画整理区域の事業完了に伴う通学区の改定の経過について報告 

・昨年末に自治会長へ説明済み。 
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・これから区画整理の三役と関係校長へ説明。 

 

＜藁科会長＞ 

事務局の報告は終わりました。「焼津市南部区画整理区域の事業完了に伴う学区の改

定について」前回の通学区審議会から時間がだいぶ経っています。今回の報告をうけ、

意見等がある方はお願いします。 

 

＜藁科会長＞ 

 特に意見はないようなので進行を司会者にお返しします。 

 

＜司会者＞ 

 藁科会長、ありがとうございました。それでは、会の進行をお預かりいたします。 

他に皆さまの方から、何かございますか。 

 

＜阿部副会長＞ 

 特別支援学級の児童生徒の通学手段はどのようになっていますか。 

 

＜学校教育課長＞ 

 基本的には保護者が学校へ送迎しています。学校の近くに居住している子供は自分の

足で通っています。通常学級の学区でない子供、例えば、焼津東小学校へ在籍している

東益津小学校の学区の子供は保護者が送迎をしています。 

 

＜阿部副会長＞ 

 送迎するのは大変だと思うが、今後変えることはありませんか。 

 

＜学校教育課長＞ 

 現在は検討していませんが、今後要望等があった場合は、検討しなければならないと

考えます。 

 

＜教育長＞ 

 中学生になると、自転車通学を許可して、自転車で通学したり、バスで通う生徒もい

ます。中学生になると自分で判断できるようになるため、保護者と相談をして決めてい

ます。 

 

＜司会者＞ 

以上をもちまして、令和４年度第２回焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会を

閉会いたします。これで今年度の焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会は全て終

了となります。委員の皆様、ありがとうございました。 


